
くらし安全課からのお知らせ

お問い合せ先　鏡野町くらし安全課　環境係　電話（0868）54‒2780

　

ご
み
の
減
量
化
を
進
め
る
た
め
、生
ご
み
処
理
機
等
の
購
入
費
を
補
助
し
ま
す
。

●
対
象
製
品
及
び
限
度
数

　

○
生
ご
み
処
理
機（
補
助
限
度
数
1
基
）

　
　

電
気
等
の
動
力
を
利
用
す
る
機
械
式
又
は
手
動
式
の
も
の
。

　
　
（
た
だ
し
、生
ご
み
を
粉
砕
し
て
下
水
道
に
流
す
タ
イ
プ
の

デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー
式
及
び
焼
却
炉
は
除
く
。）

　

○
生
ご
み
処
理
容
器（
補
助
限
度
数
2
基
）

　
　

生
ご
み
を
分
解
し
堆
肥
を
作
る
も
の
。

●
補
助
対
象
者

　

鏡
野
町
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、世
帯
員
全
員
が
町
税
等

を
完
納
し
て
い
る
方
。で
き
た
堆
肥
を
自
家
処
理
で
き
る
方
。

●
補
助
金
額

　

購
入
費
の
半
額
で
処
理
機
1
基
に
つ
き
上
限
3
万
円
、

容
器
1
基
に
つ
き
上
限
5
千
円
。

生
ご
み
処
理
機
等
の
補
助
に
つ
い
て

生
ご
み
処
理
機
等
の
補
助
に
つ
い
て

　

2
0
2
0
年　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
、同
組
織
委
員
会
に

お
い
て
、「
都
市
鉱
山
か
ら
つ
く
る
！ 

み
ん
な
の
メ
ダ
ル
プ
ロ
ジェク
ト
」と
し
て
、全
国
か

ら
集
め
た
使
用
済
み
小
型
家
電
に
含
ま
れ
る
貴
金
属
を
活
用
し
て
、金・銀・銅
の
各
メ

ダ
ル
を
作
る
取
組
を
進
め
て
お
り
、当
町
も
プ
ロ
ジェク
ト
へ
参
加
し
て
お
り
ま
す
。

　

役
場
本
庁
舎
及
び
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
館
へ
、使
用
済
み
小
型
家
電
回
収
B
O
X
を
設
置

し
て
い
ま
す
の
で
、リ
サ
イ
ク
ル
メ
ダ
ル
の
実
現
に
向
け
て
、ご
家
庭
で
不
要
と
な
っ
た
使

用
済
み
小
型
家
電
回
収
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
回
収
物

　

回
収
B
O
X
の
投
入
口（
縦
11㎝
、横
28㎝
）に
入
る
大
き
さ
の
家
電
製
品（
携
帯

電
話
・デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
等
）

使
用
済
み
小
型
家
電
の
回
収
に
つ
い
て

使
用
済
み
小
型
家
電
の
回
収
に
つ
い
て

　

岡
山
県
美
作
県
民
局
で
は
、6
月
環
境
月
間
に
合
わ
せ
、体
験
型
環
境
学
習
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
ま
す
。

●
日　
　

時　

6
月
2
日（
土
） 

9
時
40
分
〜
16
時
15
分

●
場　
　

所　

鏡
野
町
内

●
内　
　

容　

山
の
環
境
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
演
、
奥
津
渓
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
山
田
養
蜂
場

　
　
　
　
　
　

み
つ
ば
ち
農
園
の
み
つ
ば
ち
教
室

●
参
加
費　

1
，5
0
0
円（
昼
食
代
金
を
含
む
）

●
募
集
定
員　

先
着
1
0
0
名（
高
校
生
以
下
は
保
護
者
又
は
引
率
者
同
伴
）

●
応
募
期
間　

4
月
9
日
か
ら
5
月
21
日
ま
で

環
境
学
習
イ
ベ
ン
ト「
1
日
環
境
大
学
」の
開
催
に
つ
い
て

環
境
学
習
イ
ベ
ン
ト「
1
日
環
境
大
学
」の
開
催
に
つ
い
て

　

町
で
は
不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い
よ
う
関
係
機
関
と
協
力
し
て
、パ
ト
ロ
ー
ル
や

啓
発
看
板
の
設
置
、公
共
用
地
の
場
合
は
、回
収
な
ど
を
実
施
し
て
お
り
ま
す

が
、不
法
投
棄
は
減
少
し
ま
せ
ん
。

　

豊
か
な
自
然
や
美
し
い
景
観
を
守
る
た
め
に
は
町
民
皆
さ
ま
の
協
力
が
必

要
で
す
。ご
み
の
不
法
投
棄
を
さ
れ
な
い
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

●
不
法
投
棄
を
す
る
と
ど
ん
な
罰
が
あ
る
の
？

　

個
人
の
場
合
：
5
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
1
千
万
円
以
下
の
罰
金
、

又
は
こ
れ
の
併
科

　

法
人
の
場
合
：
投
棄
者
本
人
は
個
人
と
同
様
、法
人
は
3
億
円
以
下
の
罰
金

●
不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
の
処
理
方
法
は
？

　

投
棄
者
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、土
地
の
所
有
者
や
管
理
者
が
行
う
こ
と

と
な
り
ま
す
。

●
不
法
投
棄
さ
れ
な
い
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

　

○
投
棄
さ
れ
や
す
い
場
所
：
人
気
の
少
な
い
場
所
、草
木
が
生
い
茂
って
い
る

場
所
、道
路
脇
、河
川
な
ど

　

○
対
策
：
草
刈
を
行
う
、ご
み
を
こ
ま
め
に
と
る
、鳥
居
を
模
し
た
も
の
や

花
壇
を
作
る
な
ど
捨
て
に
く
い
環
境
に
す
る
。

ス
ト
ッ
プ
！
不
法
投
棄

ス
ト
ッ
プ
！
不
法
投
棄

本庁舎入口横

ペスタロッチ館
エレベーター横

●
申
込
み・お
問
い
合
せ
先

　

か
が
み
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
会（
鏡
野
町
布
原
１
３
６　

プ
ラ
ン
ト
5
鏡
野
店
内
）

　

電
話（
0
8
6
8
）5
4‐7
6
5
5　

F
A
X（
0
8
6
8
）5
4‐7
6
5
7

　

E
メ
ー
ル　

tabi@
satoyam

a.holiday

ひ
と
け
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